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平成２０年８月２８日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成１９年(ワ)第１７３４４号 損害賠償請求事件

口頭弁論終結日 平成２０年６月２７日

判 決

岐阜県関市＜以下略＞

原 告 株 式 会 社 石 の 湯 岐 阜

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 御 器 谷 修

同 島 津 守

同 梅 津 有 紀

同 栗 田 祐 太 郎

山形市＜以下略＞

被 告 株 式 会 社 石 の 湯 総 本 部

同所

被 告 Ｙ

上記両名訴訟代理人弁護士 柿 崎 喜 世 樹

主 文

１ 被告らは，原告に対し，各自金３０００万円及びこれに対する平成１

８年１２月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２ 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。

３ 訴訟費用は，被告らの連帯負担とする。

４ この判決は，第１，３項に限り，仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

被告らは，原告に対し，連帯して，金３０００万円及びこれに対する平成１

８年１０月２７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２ 事案の概要
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本件は，原告が，被告Ｙとの間で，被告Ｙが特許権者であった石風呂装置の

特許につき，専用実施権設定契約を締結し，同契約に基づいて被告Ｙに対し契

約金として３０００万円を支払ったところ，その後，同特許を無効とする審決

が確定したため，上記特許に係る石風呂装置を独占的に使用することができな

くなったとして，主位的に，(1)①被告らが，共謀の上，上記特許に無効原因

があることを知りながら，原告にそのことを告げずに原告に同特許が有効であ

ると誤信させ，また，同特許に係る発明を実施したものでない石風呂装置を同

特許に係る発明を実施したものであると誤った説明をして，原告にその旨誤信

させて上記専用実施権設定契約を締結させた上，契約金３０００万円を支払わ

せたこと，②被告らが上記特許の無効を招いたことが，それぞれ共同不法行為

に当たると主張して，被告らに対し損害賠償を請求し，(2) (1)②の行為は，

原告に対する債務不履行に当たると主張して，被告らに対し損害賠償を請求し，

(3) (1)①の事実によれば，同契約は，錯誤により，又は公序良俗違反により

無効であると主張して，被告らに対し，不当利得返還請求権に基づき契約金の

返還を請求し，(4)上記特許を無効とする審決が確定したことを理由に，不当

利得返還請求権に基づき契約金の返還を請求した事案である。

１ 当事者間に争いのない事実等（認定事実は末尾に証拠番号を掲記する。）

(1) 原告は，石風呂及び浴場の経営等を目的とする株式会社である。

被告株式会社石の湯総本部（以下「被告石の湯総本部」という。）は，公

衆浴場の営業等を目的とする株式会社であり，被告Ｙは，被告石の湯総本部

の代表取締役である（甲１０）。

有限会社鉱石ミネラル嵐の湯（旧商号「有限会社みんなの石の湯」。以下

「嵐の湯」という。）は，ホテル，旅館の経営及び管理等を目的とする有限

会社であり，Ｚは，嵐の湯の代表取締役である（甲１１）。嵐の湯は，山形

県東根市内において石風呂装置を用いた「たびやかた嵐湯」を経営している。

(2) 被告Ｙは，以下の特許（以下「本件特許」といい，本件特許に係る発明
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を「本件発明」という。）の特許権（以下「本件特許権」という。）を有し

ていた者である（甲１９）。

特 許 番 号 第３３９６７７６号

発明の名称 石風呂装置

出 願 日 平成１１年９月３０日

出 願 番 号 特願平１１－２７８８６９

公 開 日 平成１３年４月１０日

公 開 番 号 特開２００１－９５８８９

登 録 日 平成１５年２月１４日

本件特許の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。

「建物Ａの最下部層に断熱材（１）を設け，この上にコンクリート層

（２）を設け，更にこの層の上部に温水管（４）を埋設したモルタル層

（３）を設け，この上に最上層として砂利及び炭を混合した温浴層（５）を

設けて，床を４層構成とし，建物内部に蒸気吹出口を設けてなり，ボイラー

Ｂからの温水を上記温水管（４）に循環させて床最上層の温浴層（５）を適

温に加温すると共に，蒸気の噴出によって建物Ａ内を適温・適湿度に保った

ことを特徴とした石風呂装置。」

なお，被告Ｙは，商標登録第４４７１３９４号の「みんなの石の湯」とい

う商標の商標権者である。

(3) 被告Ｙは，平成１５年３月１８日，嵐の湯との間で，本件特許について

通常実施契約（以下「嵐の湯実施契約」という。）を締結した（丙２）。

嵐の湯は，平成１５年１２月１７日，以下の特許出願をした（甲２。以下，

同出願に係る発明を「Ｚ発明」という。）。同出願については，審査請求が

されないまま取り下げとみなされるに至った。

発明の名称 鉱物ミネラル風呂装置

出 願 日 平成１５年１２月１７日
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出 願 番 号 特願２００３－４１８８３７

公 開 日 平成１７年７月７日

公 開 番 号 特開２００５－１７６９５３

Ｚ発明の特許請求の範囲の記載は次のとおりである。

「【請求項１】

建物Ａの最下部をコンクリート層として床面を形成し，該コンクリート

層に上下３段に配した温水管を埋設し，ボイラーＸにより温水を循環して

送入して加熱床とすること，該加熱床の上部に薬石層を２５ｃｍ厚さに敷

詰め，該薬石層内に温泉水送入管を配し，薬石層内部に温泉水を浸透させ，

室内を温泉水の蒸気で充満させることを特徴とした鉱物ミネラル風呂装置。

【請求項２】

請求項１において使用する薬石とは，ゲルマニウム石，トルマリン石，

麦飯石，昌質石灰岩，陽起石等であり，これらを細粒とし混合して使用す

る鉱物ミネラル風呂装置。」

(4) 原告は，平成１５年１２月２２日，被告Ｙとの間で，次のとおり，本件

特許権の専用実施権設定契約を締結した（甲１。以下「本件実施契約」とい

う。）。

ア 被告Ｙは，原告に対し，本件特許権につき専用実施権を設定する。

イ 専用実施権の実施地域は，岐阜県及び長野県とする。

ウ 期間は平成１５年１２月２２日から平成３０年１２月２１日までとする。

エ 原告は，本件実施契約の締結時に，被告Ｙに対し，契約金（指導料，交

通費を含む。）として金３０００万円を支払うものとする。

オ 原告は，被告Ｙに対し，原告による本件特許権の実施による石風呂の入

浴料金につき，毎月２１日から翌月２０日までを集計して，その入浴料金

の４パーセントに相当する金員を翌月末日までに支払う。

カ 本件実施契約に基づいてされたあらゆる支払は，事由のいかんにかかわ
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らず原告に返還されないものとする。

(5) 原告は，平成１５年１２月２４日，本件実施契約に基づき，契約金３０

００万円（以下「本件契約金」という。）を被告Ｙに支払った。

(6) 嵐の湯は，平成１６年３月１１日，被告Ｙに対し，嵐の湯実施契約が錯

誤により無効である可能性がある，と主張して，同契約に基づく実施料等の

支払を拒絶した（丙８の１，２，丙９，１０，弁論の全趣旨）。この結果，

被告Ｙは，嵐の湯実施契約を解除する旨の通知をした後，同年６月１５日，

嵐の湯の設置した石風呂装置が本件特許権を侵害するとして，嵐の湯に対し，

特許権侵害差止訴訟を提起した（丙１１ないし１４）。

嵐の湯は，同訴訟において，嵐の湯が使用している石風呂装置は本件発明

の技術的範囲に属さないと主張するとともに，平成１６年１１月２６日，特

許庁に，本件特許の無効審判請求をした（丙１５の１）。特許庁は，上記請

求につき，平成１７年４月２６日，本件特許を無効とする審決をした（甲３。

以下「本件無効審決」という。）。被告Ｙは，本件無効審決の取消訴訟を提

起したところ，知的財産高等裁判所は，平成１８年５月３０日に請求棄却の

判決をした（丙１６）。被告Ｙは，同判決を不服として上告及び上告受理の

申立てをしたところ（乙２０ないし２３），最高裁判所は，同年１０月２０

日，上告を棄却するとともに上告を受理しないとの決定をし（乙３６），本

件無効審決が確定した。

このため，被告Ｙは，上記特許権侵害差止訴訟を取り下げた（弁論の全趣

旨）。

２ 争点

(1) 共同不法行為の成否

(2) 債務不履行の成否

(3) 錯誤無効，公序良俗違反の成否

(4) 本件無効審決の確定による本件契約金の返還義務の有無
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第３ 争点に関する当事者の主張

１ 争点(1)（共同不法行為の成否）について

〔原告の主張〕

(1) 被告石の湯総本部は，本件発明の実施品である石風呂装置を利用した浴

場を経営することを目的とする「みんなの石の湯グループ」の主催者である。

被告石の湯総本部は，代表取締役である被告Ｙが一人で経営しており，被

告Ｙと同視すべき存在である。

嵐の湯は，代表取締役であるＺが一人で経営しており，Ｚと同視すべき存

在である。

(2) 被告Ｙ及びＺは，平成１５年３月１日，本件発明の普及及びそれによる

利益の折半に合意し（丙１），同月１８日，本件特許につき嵐の湯に通常実

施権を設定する契約（嵐の湯実施契約）を締結した（丙２）。Ｚは，本件発

明の実施品の販売のモデルとするため，嵐の湯の経営する「たびやかた嵐

湯」内に石風呂装置１号及び２号（以下，両者を合わせて「Ｚ装置」とい

う。）を設置した。

(3) Ｚは，平成１５年１０月末ころ，原告役員らに対し，「みんなの石の湯

グループ」の第１号店である「たびやかた嵐湯」に設置したＺ装置を見学さ

せ，Ｚ装置が本件発明の実施品であると説明した。上記説明会の後，被告Ｙ

は，原告所在地である岐阜に赴き，原告役員らに対し，「みんなの石の湯グ

ループ」の概要や，Ｚ装置が本件発明の実施品であるとの説明をして，同グ

ループへの加入を勧めた。

この結果，原告役員らは，同グループに加入することを決め，原告を設立

した上，原告と被告Ｙとの間で本件実施契約を締結し，契約金として３００

０万円を支払った。

(4) 不法行為１（本件特許に無効原因があることを知りながら，これを原告

に告げずに本件実施契約を締結させたこと）
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ところが，その後，本件特許について，嵐の湯が無効審判請求をしたこと

により，本件無効審決が確定した。

本件無効審決は，「建物の最下層部に断熱材を設け，この上にコンクリー

ト層を設け，更にこの層の上部に温水管を埋設した層を設け，この上に最上

層として砂利を混合した温浴層を設けて，床を４重構成とし，ボイラーから

の温水を上記温水管に循環させて床最上層の温浴層を適温に加温すると共に，

建物内を適温に保った風呂装置」との技術思想は，既に平成６年出願の特許

（甲１６）に現れており，温水管を敷設する層をモルタル層に限定すること，

温浴層の砂利と混合する対象物につき遠赤外線発生促進剤のうちから炭を選

定すること，建物内を適温・適湿度に保つために蒸気の噴出につき触れたこ

と，マッサージ効果を得るために砂利が直接入浴者に刺激を与える配置構成

とする点に特徴があることについては，いずれも周知技術から当業者が予測

し得る範囲内のものにすぎないと判断しており，本件発明が周知技術の範囲

に属するものであることは明らかであった。

上に述べたところによれば，被告らは，本件実施契約の基礎となる本件特

許に無効原因が存在することを知りながら，契約金３０００万円を得るため，

共謀の上，原告にこのことを全く告げないまま，本件実施契約を締結させ，

３０００万円を支払わせ，その後，計画的に本件特許の無効を確定させたも

のである。

被告らの上記行為は，原告に対する共同不法行為に当たる。仮に，被告Ｙ

と被告石の湯総本部とを同一視することができないとしても，被告石の湯総

本部は，代表取締役である被告Ｙの上記不法行為につき，会社法３５０条に

基づき損害賠償責任を負う。

(5) 不法行為２（Ｚ装置が本件発明の実施品であるとの虚偽の説明をして本

件実施契約を締結させたこと）

上記(2)，(3)によれば，本件実施契約は，Ｚ装置が本件発明の実施品であ
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ることを前提に締結されたものであり，原告は，Ｚ装置と同様の装置を独占

的に実施することを目的として本件実施契約を締結したものである。しかし

ながら，Ｚ装置は本件発明の実施品ではなく，原告は，本件実施契約に基づ

いてＺ装置を独占的に実施する地位を取得することができなかった。

被告らは，Ｚ装置が本件発明の実施品でないことを看過し，原告に対し，

Ｚ装置が本件発明の実施品である旨を説明して，本件実施契約を締結させ，

本件契約金３０００万円を支出させた。

被告らの上記行為は，原告に対する共同不法行為に当たる。仮に，被告Ｙ

と被告石の湯総本部とを同一視することができないとしても，被告石の湯総

本部は，代表取締役である被告Ｙの上記不法行為につき，会社法３５０条に

基づき損害賠償責任を負う。

(6) 不法行為３（本件特許の無効を招いたこと）

被告らは，Ｚ装置が本件発明の実施品ではないことを看過し，ＺからＺ装

置が本件発明の実施品ではないとの主張をされるという事態を招き，これを

契機として本件特許の無効という結果を招いた。

被告らの上記行為は，原告に対する共同不法行為に当たる。仮に，被告Ｙ

と被告石の湯総本部とを同一視することができないとしても，被告石の湯総

本部は，代表取締役である被告Ｙの上記行為につき，会社法３５０条に基づ

き損害賠償責任を負う。

(7) 原告は，上記共同不法行為により，契約金相当額である３０００万円の

損害を被った。

よって，原告は，被告らに対し，民法７１９条又は会社法３５０条に基づ

き，各自金３０００万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成１８

年１０月２７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金

の支払を求める。

〔被告らの主張〕
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原告の上記主張は，争う。

(1) 被告Ｙには，本件実施契約締結時において，本件特許に無効原因がある

ことの認識は全くなかった。

本件特許については，いったん拒絶査定を受けたものの，被告Ｙにおいて

拒絶査定不服審判を請求し，手続補正を行うなどしてようやく特許査定が認

められたものである。被告Ｙは，本件特許の無効審判請求に対しても，無効

審判手続や審決取消訴訟及びその上告審の手続において，本件特許が無効と

ならないよう，できる限りの努力をした。このような特許取得の経過や無効

審判請求に対する被告Ｙの対応に照らせば，被告Ｙが本件特許を有効な特許

権であるとの認識の下に本件実施契約を締結したことは明らかである。

特許無効の判断は特許庁がするものであり，特許権者が計画的に無効とす

ることができるようなものではない。

(2) 被告Ｙは，本件実施契約の当時，Ｚ装置は本件発明の実施品であり，少

なくとも本件発明の均等の範囲に属するとの認識を有していた。このことは，

被告ＹがＺ装置が本件特許権を侵害しているとして，嵐の湯に対し特許権侵

害差止訴訟を提起したことからも明らかである。

Ｚ装置が本件発明の技術的範囲に属するか否かについては，特許庁や裁判

所の公式的な見解は示されておらず，仮に，技術的範囲に属しないとしても，

被告Ｙにおいて，Ｚ装置が本件発明の技術的範囲に属すると認識したことに

ついて過失はない。

２ 争点(2)（債務不履行の成否）について

〔原告の主張〕

(1) 被告らは，Ｚ装置が本件発明の実施品ではないことを看過し，ＺからＺ

装置が本件発明の実施品ではないとの主張をされるという事態を招き，これ

を契機として本件特許の無効という結果を招いた。

被告らの上記行為は，本件特許を維持すべき契約上又は信義則上の義務に
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違反したものであり，原告に対する債務不履行に当たる。

(2) 原告は，上記債務不履行により，契約金相当額である３０００万円の損

害を被った。

本件実施契約の当事者は，書面上，被告Ｙとなっている。しかし，以下に

述べるとおり，被告石の湯総本部も本件実施契約の当事者であると解すべき

である。

すなわち，被告石の湯総本部は本件特許権等の実施のために設立されたも

のであり，被告Ｙと被告石の湯総本部とは不可分一体の関係にあり，厳密に

区別することができないことからすれば，被告らは，いずれも本件実施契約

の当事者であると解すべきである。

そうすると，本件実施契約の当事者である被告らは，上記債務不履行によ

り原告が被った３０００万円の損害を賠償する義務を負う。

よって，原告は，被告らに対し，民法４１５条に基づき，各自金３０００

万円及びこれに対する債務不履行の後の日である平成１８年１０月２７日か

ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。

〔被告らの主張〕

原告の上記主張は，争う。

３ 争点(3)（錯誤無効，公序良俗違反の成否）について

〔原告の主張〕

(1) 原告は，本件特許が無効原因を有していないと誤信し，又はＺ装置が本

件発明の実施品であり，原告がＺ装置と同一の装置を独占的に実施すること

ができると誤信して本件実施契約を締結したものである。上記１で述べたと

ころによれば，本件実施契約は，錯誤又は公序良俗違反により無効である。

(2) 被告らが本件実施契約の当事者であることは，上記２で述べたとおりで

ある。本件実施契約の当事者である被告らは，本件実施契約が無効であるこ

とにより，原告が同契約に基づいて支払った本件契約金３０００万円につき，
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不当利得返還義務を負う。

(3) よって，原告は，被告らに対し，不当利得返還請求権に基づき，各自金

３０００万円の支払を求める。

〔被告らの主張〕

原告の上記主張は，争う。

仮に本件実施契約が無効となるとしても，本件実施契約書（甲１）の６条は，

特許権が本件のような理由により無効となった場合も想定した規定であるから，

被告Ｙは，本件契約金３０００万円の返還義務を負わない。

４ 争点(4)（本件無効審決の確定による本件契約金の返還義務の有無）につい

て

〔原告の主張〕

(1) 本件実施契約においては，原告が本件特許を，少なくとも当初の契約期

間である１５年間，岐阜県及び長野県において独占的に実施することができ

ることが前提とされており，このことを前提にして契約金を３０００万円と

することが定められたものである。

(2) ところが，その後，本件特許について本件無効審決が確定し，本件特許

は遡及的に無効となったから，被告らは，本件契約金３０００万円の全額を

不当利得として返還する義務があり，少なくとも無効確定後である平成１８

年１０月から平成３０年１２月までの１２年２か月の期間に相当する金額を

不当利得として返還すべき義務がある。

(3) 被告らは，本件実施契約において不返還特約を援用する。しかし，被告

らにおいて，前記１のような不法行為をしておきながら，不返還特約を援用

することは，信義則に反し許されない。

(4) よって，原告は，被告らに対し，不当利得返還請求権に基づき，各自金

３０００万円の支払を求める。

〔被告らの主張〕
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原告の上記主張は，争う。

(1) 本件特許が無効になったからといって，その特許権に係る実施契約が遡

及的に無効になるものではない。

(2) ３０００万円の契約金の法的性質は，特許権の期間に対応する性質のも

のではない。契約金は，契約の成立を証し，原告が優先的な地位を獲得した

ことの対価であり，発明者，特許権者が投下したエネルギー，資本及び今後

の開発費用を分担する趣旨である。特許が無効であろうとなかろうと資本が

投下されたことは間違いないから，期間に応じて返還することにはならない。

(3) 本件実施契約書（甲１）の６条は，特許権が本件のような理由により無

効となった場合も想定した規定であるから，被告Ｙは，本件契約金３０００

万円の返還義務を負わない。

第４ 当裁判所の判断

１ 本件の経過について

前記当事者間に争いのない事実等及び証拠（甲１，９，１２ないし１４，２

０，乙１，２０ないし２３，２９，３０，３５ないし３７，丙１ないし３，丙

４の１，２，丙５，丙８の１，２，丙９ないし１４，丙１５の１，２，丙１６

ないし１８，証人Ｗ，被告Ｙ，Ｚ）並びに弁論の全趣旨によれば，次の事実が

認められる。

(1) 被告ＹとＺは，平成１５年３月１日，本件発明に係る石風呂装置を両名

が共同して販売するなどして世に広めること，販売等により得た利益は両名

で折半することを合意した。

被告Ｙは，同月１８日，Ｚが代表者をしている会社である嵐の湯（当時の

名称は「有限会社みんなの石の湯」）との間で，本件特許につき嵐の湯に通

常実施権を設定する旨の契約（嵐の湯実施契約）を締結した。

被告Ｙは，同年８月２６日，本件発明の実施品である石風呂装置を利用し

た浴場を経営することを目的とする「みんなの石の湯グループ」を主催し，
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本件発明の実施に伴う収入の受け皿となる会社として，被告石の湯総本部を

設立し，その代表取締役に就任した（設立当時は有限会社であり，平成１６

年に株式会社に組織変更した。）。

(2) Ｚは，平成１５年３月ころ，上記合意に基づく石風呂装置販売のモデル

とするため，嵐の湯の経営する温泉宿泊施設である「たびやかた嵐湯」内に

石風呂装置１号を設置した。

Ｚは，同年１０月半ばころ，石風呂装置１号の薬石層に温泉水を導入して

蒸気化し，石風呂内を温泉水の蒸気で充満させる構成を追加した石風呂装置

２号を「たびやかた嵐湯」内に設置した。石風呂装置２号の構成は，別紙Ｚ

装置図面１，２記載のとおりである。

(3) 現在，原告の監査役であるＷは，平成１５年１０月ころ，知人から「た

びやかた嵐湯」の石風呂装置にいろいろな効能があるとの話を聞いて，石風

呂装置を用いた施設の開業を考えるようになり，同月末ころ，Ｗを含む５名

が山形県東根市内にある「たびやかた嵐湯」を訪れ，石風呂装置１号及び２

号（Ｚ装置）を見学して入浴を体験するとともに，ＺからＺ装置についての

説明を受けた。その際，Ｚは，Ｗらに対し，パンフレットを示して，Ｚ装置

の構造の概要や効能を説明するとともに，Ｚ装置は被告Ｙが特許権者である

本件特許権を実施したものであり，Ｚ装置を用いた施設を開業するためには

本件特許権の実施契約を締結し，契約金を支払う必要があることなどを説明

した。

(4) Ｗらは，相談の結果，平成１５年１１月２０日ころ，同人らにおいて会

社を設立した上でＺ装置を用いた施設を開業することを決め，紹介者を通じ

て本件特許の実施契約の契約書案の送付を受けた。同年１２月１１日には，

被告Ｙらが原告の本店所在地である岐阜県関市を訪れ，Ｗらに対し，上記契

約書案の契約条項について説明するとともに，同人らから条項についての希

望を聴取した。その際，被告Ｙは，Ｗらに対し，本件実施契約書の６条１項
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につき，特許が無効になっても契約金等の返還をしない趣旨である旨を説明

した。被告Ｙは，Ｚ装置が本件発明の技術的範囲に属すると考えており，こ

のときも，Ｗらに対し，Ｚ装置を設置した「たびやかた嵐湯」が本件特許権

を実施した第１号店である旨を説明した。

原告は，同年１２月１２日に設立された。

(5) 本件実施契約の締結は，平成１５年１２月２２日に，前記「たびやかた

嵐湯」において，被告Ｙ，原告代表者，Ｗ，Ｚらが同席して行われた。

原告は，同月２４日，本件実施契約に基づき，本件契約金３０００万円を

被告Ｙに支払った。

被告Ｙは，同日，Ｚに対し，原告を被告Ｙに紹介した仲介手数料として５

００万円を支払った。

(6) Ｚは，Ｚ装置の構成が，本件発明の構成と異なっていることを認識して

いたものの，全体としてはＺ装置は本件発明と類似の構造であって本件発明

の技術的範囲に属するものと考えていた。しかしながら，構成の違いもある

ことから，念のため，平成１５年１２月１７日，Ｚ発明につき特許出願をし

た。Ｚ発明の構成は，後記２(2)，(3)記載のとおり，一部の構成が異なるも

のの，その他の構成はＺ装置と同じである。なお，同出願について審査請求

はなく，特許査定がされていない。

(7) Ｚは，全国のＺ装置と同様の構造の風呂装置を用いている業者に対し，

本件特許権を侵害するものである旨を記載した「特許権侵害警告書」を送付

していた。

ところが，Ｚは，特開平８－１２４０６号（以下「公知文献１」とい

う。）に記載の発明の発明者であるＰから，平成１６年１月２８日付けの手

紙により，本件発明のうち加熱装置の部分は公知文献１記載の発明と同一で

あり，本件特許は「砂利と炭」の混合層を設けるものとして認められた特許

で，「砂利と砂」の混合層を設けたもののみが本件特許権の権利範囲であっ
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て，加熱装置だけでは特許権の対象とならない，Ｚ装置の加熱装置は，公知

文献１記載の加熱装置そのものである旨の通知を受けた。

このため，Ｚは，本件発明の技術的範囲について疑義を持つようになった。

(8) 嵐の湯は，平成１６年３月１１日付け書面により，被告Ｙに対し，嵐の

湯実施契約は，本件特許権が石風呂装置の加熱技術，加湿技術を含む特許で

あることを前提として締結したものであり，Ｐの前記指摘どおり加熱装置だ

けでは特許権の対象とならないのであれば，嵐の湯実施契約は錯誤により無

効となる可能性があるとして，本件特許権の範囲やＰの主張の当否等につい

て明確に説明するよう求めるとともに，この点が不明確なままでは，嵐の湯

実施契約に基づく債務の履行ができないとして，同契約に基づく実施料等の

支払を停止するとの通知をした。

これに対し，被告Ｙは，同年４月１５日付け通知書により，嵐の湯に対し，

本件特許は特許庁がその新規性，進歩性を認めた上で認めたものであり，い

ったん認められた特許が簡単に無効などになるはずがないこと，本件特許は，

特許請求の範囲及び明細書に記載された加熱技術及び加湿技術を含むもので

あること，Ｐの主張する公知文献１記載の発明は，その特許請求の範囲に記

載された原材料の配合割合によって成形，構築したコンクリート体を基本と

するものであり，本件特許は上記発明によって何ら影響を受けるものではな

いことなどを主張し，嵐の湯実施契約が錯誤により無効であるとの主張を受

け入れることはできないので，速やかに同契約に基づく実施料等を支払うよ

う求めた。

これに対し，嵐の湯は，同年５月１１日付け書面で，被告Ｙに対し，本件

特許の構成要素のうち権利範囲として他に主張し得るものは砂利と砂の混合

層であり，本件特許がそのような特許であることを初めから知っていれば嵐

の湯実施契約には至らなかったことは明らかであり，同契約は要素の錯誤に

より無効であること，そもそもＺ装置は炭と砂利の混合層を用いていないか
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ら，本件発明の技術的範囲には属しないものである，と主張し，被告Ｙの要

求には応じられない旨回答した。

(9) 被告Ｙは，平成１６年５月１８日付け書面で，嵐の湯に対し，実施料等

の未払を理由に嵐の湯実施契約を解除し，本件発明を用いた営業を即時に中

止するよう求める通知をした。これに対し，Ｚは，Ｚ装置が本件発明の技術

的範囲に属しないので，営業の中止要求等に応ずるいわれはないとの回答を

した。

被告Ｙは，同年６月１５日，Ｚ装置が本件特許権を侵害するとして，嵐の

湯に対し，Ｚ装置の使用の差止め，廃棄及び損害賠償の支払を求める特許権

侵害差止訴訟を山形地方裁判所に提起した。これに対し，嵐の湯は，Ｚ装置

が本件発明の技術的範囲に属しないと主張するとともに，同年１１月２６日

には，本件特許に無効事由があるとして，特許庁に，本件特許の無効審判請

求をした。

特許庁は，上記請求につき，平成１７年４月２６日，本件発明は，公知文

献１，実願昭６１－５６１７号（実開昭６２－１１６７２９号）のマイクロ

フィルム（以下「公知文献２」という。）及び特開平１１－１９１６８号公

報（以下「公知文献３」という。）並びに周知技術に基づいて当業者が容易

に発明をすることができたものであるので，本件発明の特許は特許法２９条

２項の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項２号に該当し，

無効とすべきものである，として，本件特許を無効とするとの本件無効審決

をした。

被告Ｙは，本件無効審決の取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起したとこ

ろ，知的財産高等裁判所は，平成１８年５月３０日に，被告Ｙの請求を棄却

する判決をした。被告Ｙは，同判決を不服として上告及び上告受理の申立て

をしたものの，最高裁判所は，同年１０月２０日，上告を棄却するとともに

上告を受理しないとの決定をし，本件無効審決が確定した。このため，被告
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Ｙは，上記特許権侵害差止訴訟を取り下げた。

２ 本件発明，Ｚ発明及びＺ装置について

(1) 本件発明の特許請求の範囲（請求項１）を分説すると，次のとおりであ

る（甲１９）。

Ａ 建物Ａの最下層部に断熱材（１）を設け，

Ｂ この上にコンクリート層（２）を設け，

Ｃ 更にこの層の上部に温水管（４）を埋設したモルタル層（３）を設け，

Ｄ この上に最上層として砂利及び炭を混合した温浴層（５）を設けて，床

を４層構成とし，

Ｅ 建物内部に蒸気吹出口を設けてなり，

Ｆ ボイラーＢからの温水を上記温水管（４）に循環させて床最上層の温浴

層（５）を適温に加温すると共に，蒸気の噴出によって建物Ａ内を適温・

適湿度に保ったことを特徴とした石風呂装置

(2) Ｚ発明の特許請求の範囲を分説すると，次のとおりである（甲２）。

（請求項１）

Ｇ 建物Ａの最下部をコンクリート層として床面を形成し，

Ｈ 該コンクリート層に上下３段に配した温水管を埋設し，

Ｉ ボイラーＸにより温水を循環して送入して加熱床とすること，

Ｊ 該加熱床の上部に薬石層を２５ｃｍ厚さに敷詰め，

Ｋ 該薬石層内に温泉水送入管を配し，

Ｌ 薬石層内部に温泉水を浸透させ，室内を温泉水の蒸気で充満させること

を特徴とした鉱物ミネラル風呂装置

（請求項２）

Ｍ 請求項１において使用する薬石とは，ゲルマニウム石，トルマリン石，

麦飯石，昌質石灰岩，陽起石等であり，これらを細粒とし混合して使用す

る鉱物ミネラル風呂装置
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(3) Ｚ装置のうち，石風呂装置２号の構成は，別紙Ｚ装置図面１，２のとお

りであり，上記構成のうち，コンクリート層の下にスタイロフォームが設け

られている点及びコンクリート層に埋設された温水管が上下２段に配されて

いる点（Ｚ発明の分説Ｈでは温水管は上下３段）を除き，Ｚ発明と同一の構

成である（乙２９，３０）。

Ｚ装置のうち，石風呂装置１号の構成は，薬石層内に温泉水送入管を配し

て温泉水を浸透させ，室内を温泉水の蒸気で充満させるとの構成を有してい

ないほかは，石風呂装置２号の構成と同じである。

(4) 本件発明とＺ発明との対比

ア 本件発明とＺ発明とは，加熱床の一部又は全部をコンクリート層とし，

加熱床に埋設した温水管にボイラーからの温水を循環させる点において一

致するものの，次の各点において相違するものと認められる。

(ア) 本件発明では，建物の最下部に断熱材を設けるのに対して，Ｚ発明

では，そのような構成を持たない点

(イ) 本件発明では，モルタル層に温水管を埋設するのに対して，Ｚ発明

では，コンクリート層に温水管を埋設する点

(ウ) 本件発明では，砂利及び炭を混合して最上層を構成するのに対して，

Ｚ発明では，薬石を厚さ２５ｃｍに敷き詰めて最上層を構成する点

(エ) 本件発明では，室内に蒸気吹出口を設けて蒸気を噴出させ，室内を

適温・適湿度に保つのに対して，Ｚ発明では，薬石層内に温泉水送入管

を配して温泉水を浸透させ，室内を温泉水の蒸気で充満させる点

イ 上に述べたところによれば，Ｚ発明は，本件発明に包含されるものでは

ないということができる。

(5) 本件発明とＺ装置との対比

ア 本件発明とＺ装置とは，建物の最下部に断熱材を設ける点，加熱床の一

部又は全部をコンクリート層とし，加熱床に埋設した温水管にボイラーか
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らの温水を循環させる点において一致するものの，上記(4)ア(イ)ないし

(エ)の点で相違するものと認められる（ただし，石風呂装置１号は，前記

のとおり，薬石層内に温泉水送入管を配して温泉水を浸透させ，室内を温

泉水の蒸気で充満させるとの構成を有しない。）。

イ 上に述べたところによれば，Ｚ装置は，本件発明の技術的範囲に属しな

いものということができる。

３ 争点(1)（共同不法行為の成否）について

(1) 被告Ｙについて

ア 原告は，被告Ｙが，本件特許について無効原因があることを知りながら，

これを原告に告げずに本件実施契約を締結させたことが不法行為に当たる，

と主張する。しかしながら，被告Ｙが，本件実施契約締結当時に本件特許

に無効原因があることを知っていたことを認めるに足る証拠はない。

前記１で認定した事実によれば，本件特許については，公知文献１ない

し３に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をする

ことができたものであるので特許法２９条２項に違反する（進歩性を欠

く）としてこれを無効とした本件無効審決が確定している。進歩性の判断

における「当業者」とは，その発明の属する分野の技術水準にあるもの

（公知，公用，文献公知の発明等）のすべてを理解している者をいい，擬

制された抽象的な人格であって，現実にそのような人が存在するわけでは

ない。無効審決において公知文献であるとされたからといって，そのこと

から直ちに，発明者や特許権者ら当該技術分野の関係者が実際にこれらの

公知文献を知っていたということができないことは明らかである。証拠

（丙６）によれば，被告Ｙは，本件特許の出願過程において受けた拒絶理

由通知の中で公知文献１を示されていることから，本件実施契約締結当時，

公知文献１の存在については知っていたと認められるものの，審決におけ

る無効理由を構成するその他の公知文献についてまで，知っていたことを
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示す証拠はない。上記無効理由は，本件実施契約締結から１年近くが経過

した平成１６年１１月２６日付けで嵐の湯が本件特許についてした無効審

判請求において主張されたものであり（丙１５の１，２），それ以前に同

無効理由が主張されたことを示す証拠はないことから，被告Ｙが，本件実

施契約締結当時において，これらの公知文献や周知技術の組合せからなる

無効事由の存在を知っていたとは考え難い。原告の上記不法行為の主張は

採用することができない。

イ 原告は，被告Ｙが，Ｚ装置が本件発明の実施品でないことを看過し，原

告に対し，Ｚ装置が本件発明の実施品である旨の誤った説明をして原告に

本件実施契約を締結させたことが不法行為に当たる，と主張する。

前記１，２で認定説示したところによれば，被告Ｙは，Ｚ装置が本件発

明の技術的範囲に属しないにもかかわらず，技術的範囲に属すると誤信し

て，原告の設立をした関係者に対し，Ｚ装置が本件発明の実施品である旨

の誤った説明をして本件実施契約を締結させたものであるということがで

きる。しかしながら，故意により虚偽の説明をしたというならともかく，

誤った説明をしたというだけでは，そのことについて仮に過失が認められ

るとしても，不法行為となるような違法な行為があるということはできな

いというべきである。

上記不法行為の主張は採用することができない。

ウ 原告は，被告Ｙが，Ｚ装置が本件発明の実施品でないことを看過し，Ｚ

からＺ装置が本件発明の実施品でないとの主張をされるという事態を招き，

これを契機として本件特許の無効という事態を招いたことが不法行為に当

たる，と主張する。

しかしながら，被告ＹにおいてＺ装置が本件発明の実施品でないことを

看過したというだけで，不法行為となるような違法な行為があったという

ことができないことは上述したところから明らかである。また，被告Ｙが
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Ｚ装置が本件発明の実施品でないことを看過したことは，通常，本件特許

の無効をもたらすようなものであるということはできないから，両者の間

に相当因果関係があると認めることもできないというべきである。

上記不法行為の主張も採用することができない。

(2) 被告石の湯総本部について

被告石の湯総本部の不法行為の主張は，被告Ｙの不法行為を前提とするも

のであるから，被告Ｙについて不法行為の成立が認められない以上，被告石

の湯総本部についても不法行為の成立を認めることができないことは明らか

である。

(3) 以上のとおりであるから，被告らに対する，共同不法行為に基づく損害

賠償請求はいずれも理由がない。

４ 争点(2)（債務不履行の成否）について

(1) 被告Ｙについて

原告は，被告Ｙが，Ｚ装置が本件発明の実施品でないことを看過し，Ｚか

らＺ装置が本件発明の実施品でないとの主張をされるという事態を招き，こ

れを契機として本件特許の無効という結果を招いたものであり，被告Ｙには

本件特許を維持すべき契約上又は信義則上の義務に違反した債務不履行があ

る，と主張する。

被告Ｙは，本件実施契約上，本件特許について特許料の支払をしてこれを

消滅させないようにしなければならず，あるいは本件特許権を放棄してはな

らない義務を負うというべきであり，この意味において本件特許を維持すべ

き契約上の義務を負っているということができる。しかしながら，被告Ｙが

Ｚ装置が本件発明の実施品でないことを看過したことは，通常，本件特許の

無効をもたらすようなものであると認めることができないことは，前記３

(1)ウで説示したとおりであるから，そのことによって被告Ｙが本件特許を

維持すべき義務に違反したということはできないというべきである。また，
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前記１で認定した事実によれば，被告Ｙは，嵐の湯のした本件特許の無効審

判請求について，これを争い，本件無効審決に対して知的財産高等裁判所に

審決取消訴訟を提起し，同訴訟での請求棄却判決を不服として上告及び上告

受理の申立てをしており，特許無効を回避するために採り得る法的手段を尽

くしたということができるから，結果的に本件無効審決が確定し本件特許が

無効となったとしても，被告Ｙに本件特許を維持すべき契約上の義務違反が

あったということはできない。

原告の主張を採用することはできない。

(2) 被告石の湯総本部について

被告石の湯総本部の債務不履行の主張は，被告Ｙの債務不履行を前提とす

るものであるから，被告Ｙについて債務不履行が認められない以上，被告石

の湯総本部についても債務不履行を認めることができないことは明らかであ

る。

(3) 以上のとおりであるから，被告らに対する，債務不履行に基づく損害賠

償請求はいずれも理由がない。

５ 争点(3)（錯誤無効，公序良俗違反の成否）について

(1) 被告Ｙについて

上記１，２で認定説示したところによれば，原告は，その設立をした関係

者が被告Ｙ及びＺからＺ装置が本件発明の実施品である旨の説明を受け，Ｚ

装置と同一の装置を独占的に実施するのに必要であるとの認識の下に本件実

施契約を締結したものである。ところが，実際には，Ｚ装置は本件発明の技

術的範囲に属さず，原告は，本件実施契約を締結してもＺ装置と同一の装置

を独占的に実施することのできる地位を獲得することができなかったもので

ある。原告がこのことを知っていれば本件実施契約を締結することはなかっ

たということができるから，原告には本件実施契約の締結につき要素の錯誤

があったというべきである。
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本件実施契約書（甲１）の６条１項は，「本契約に基づいてなされたあら

ゆる支払いは，事由の如何に拘わらず乙（判決注・原告）に返還されないも

のとする。」と規定している。しかしながら，前記１で認定した事実によれ

ば，同条項の定めは，特許無効審判制度が存在することを前提として，本件

特許権につき，契約締結後，無効審判が請求され無効審決が確定した場合で

あっても，本件契約金等の返還をしない趣旨を合意したものであることが認

められる。同条項につき，上記の趣旨を超えて，本件実施契約につき錯誤や

詐欺等が存在する場合において，契約の無効や取消しを理由として本件契約

金等の返還請求をすることが一切できないとの趣旨まで含むことについての

合意があったことをうかがわせる証拠はない。

以上によれば，本件実施契約は錯誤により無効であり，被告Ｙは，原告に

対し，不当利得として，本件契約金３０００万円の返還義務を負う。

原告は，上記不当利得返還請求につき，平成１８年１０月２７日からの遅

延損害金の支払を請求する。しかしながら，不当利得返還債務が遅滞に陥る

のは，催告の到達した翌日である。証拠（甲５，６）によれば，原告は，被

告Ｙ及びＺに対し本件契約金３０００万円の返還を催告する内容の平成１８

年１１月２８日付け内容証明郵便を差し出したこと，同書面は，Ｚに同月３

０日に配達され，そのころ被告Ｙにも配達されたものの，被告Ｙは同書面が

本件実施契約に関する原告からの通知であることを知りながら，その受取り

を拒否したことが認められる。そうすると，上記内容証明郵便は，同郵便が

Ｚに配達された平成１８年１１月３０日には被告Ｙにも配達されたものと推

認するのが相当であるから，同日に同被告に到達したものということができ

る。被告Ｙが上記３０００万円の不当利得返還債務について遅滞に陥るのは，

上記配達日の翌日である平成１８年１２月１日であり，それより前の期間の

遅延損害金の請求は理由がない。

(2) 被告石の湯総本部について
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被告石の湯総本部については，本件実施契約書において当事者として掲げ

られていない。しかしながら，前記１で認定したところによれば，被告石の

湯総本部は，本件発明の実施品である石風呂装置を利用した浴場を経営する

ことを目的とする「みんなの石の湯グループ」を主催し，本件発明の実施に

伴う収入の受け皿とするために設立された会社であり，本件特許の特許権者

である被告Ｙがその代表取締役に就任していること，本件契約金について被

告石の湯総本部の名義で原告宛に領収証が発行されていること（甲１４），

に照らすと，被告石の湯総本部も本件実施契約の当事者であると認めるのが

相当である。

そうすると，被告石の湯総本部は，本件実施契約の錯誤無効による不当利

得として，本件契約金３０００万円を原告に返還する義務を負うというべき

である（被告Ｙと被告石の湯総本部の各不当利得返還債務は不可分債務とな

ると解される。）。前記(1)の被告Ｙに対する本件契約金の返還催告は，被

告石の湯総本部の代表者に対する返還催告としての意味も有すると認められ

るから，遅延損害金の起算日は，(1)で述べたとおり，平成１８年１２月１

日となる。

６ 争点(4)（本件無効審決の確定による本件契約金の返還義務の有無）につい

て

(1) 被告Ｙについて

原告は，本件特許につき本件無効審決が確定し本件特許が遡及的に無効に

なったから，被告Ｙは，本件契約金を不当利得として返還する義務がある，

と主張する。

しかしながら，本件実施契約書（甲１）の６条１項は，「本契約に基づい

てなされたあらゆる支払いは，事由の如何に拘わらず乙（判決注・原告）に

返還されないものとする。」と規定しており，同条項の定めが，特許無効審

判制度が存在することを前提として，本件特許権につき，契約締結後，無効
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審判が請求され無効審決が確定した場合であっても，本件契約金等の返還を

しない趣旨を合意したものであることは，前記５(1)で説示したとおりであ

る。

同条項によれば，本件特許が本件無効審決により無効となっても，被告Ｙ

は，本件実施契約に基づき支払われた本件契約金の返還義務を負わないと解

するのが相当である。

(2) 被告石の湯総本部について

(1)で説示したところによれば，原告の被告石の湯総本部に対する，本件

無効審決の確定を理由とする不当利得返還請求に理由がないことは，明らか

である。

(3) 以上のとおりであるから，原告の被告らに対する，本件無効審決の確定

を理由とする不当利得返還請求はいずれも理由がない。

７ 以上のとおりであるから，原告の被告らに対する請求は，被告ら各自に対し

金３０００万円及びこれに対する平成１８年１２月１日から支払済みまで民法

所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認

容し，原告の被告らに対するその余の請求（平成１８年１０月２７日から同年

１１月３０日までの遅延損害金請求）はいずれも理由がないから棄却すること

とし，訴訟費用の負担につき民事訴訟法６１条，６４条ただし書，６５条１項

ただし書を，仮執行の宣言につき同法２５９条１項を，それぞれ適用して，主

文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第４７部

裁判長裁判官 阿 部 正 幸
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裁判官 平 田 直 人

裁判官 瀬 田 浩 久

（別紙Ｚ装置図面１及び２省略）
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